
　令和５年10月１日から、消費
税の仕入税額控除の要件が変更と
なり、インボイス制度が始まりま
す。
　インボイス（適格請求書）とは、
売り手が買い手に対して正確な適
用税率や消費税額等を伝えるもの
です。
　インボイス制度の説明会を下記
のとおり開催します。
▼日時：①4/27(水)14時～15時
　　　　②5/25(水)14時～15時
　　　　③6/22(水)14時～15時
▼場所：五所川原税務署
▼定員：各回10人
▼申込締切：①4/20(水)
　　　　　　②5/18(水)
　　　　　　③6/15(水)
▼申込方法：下記まで電話で申し
込みください。
問 五所川原税務署法人課税部門
　 ☎0173-34-3279

　令和４年度の国民年金保険料
は、月額16,590円です。保険料
は現金払い（納付書）のほか、口
座振替、クレジットカード等で納
付できます。
　また、前納することで保険料が
割引になります。
保険料の納付が経済的に難しい場
合は、免除・猶予制度をご利用く
ださい。
問 市役所国保年金課
　 （内線271）
　 弘前年金事務所
　 ☎0172-27-1339

　県では、自動車税種別割の口座
振替の申し込みを受け付けていま
す。令和４年度分から口座振替
を希望される方は納税者本人の通
帳と預金届出印を持参のうえ４月
28日（木）までに、取扱金融機関
または地域県民局県税部に申し込
みください。詳細は県ホームペー
ジ(QRコード)をご覧ください。
※�すでに口座振替を申し込まれて
いる方でも、自動車の買い換え
やナンバー変更により申込内容
が変更となった場合は再度申し
込みが必要です。
※�令和２年４月以降振替分から、
口座振替済通知書および自動車
税種別割納税証明書の送付を行
わないこととしました。
※�車検更新の際は、運輸支局等に
おいて自動車税種別割の納付確
認を電子的に行うことができる
ため、自動車税種別割納税証明
書の提示が省略できるように
なっています。（ただし、振替直
後の車検更新には納税証明書が
必要となる場合があります。）

問 西北地域県民局県税部
　 納税管理課
　 ☎0173-34-2111
　（内線205)

▼日時・場所：5/3(火)�10時～
11時45分、13時15分～16時
◦イオンモールつがる柏

　行政が行う仕事について、苦情
や意見、要望などがある場合は、
お気軽にご相談ください。相談は
無料、秘密は厳守します。

　木造会場　
▼日時：５/25(水)10時～12時
▼場所：松の館　会議室B
▼相談委員：片山德明

　森田会場　
▼日時：５/13(金)10時～15時
▼場所：森田公民館
▼相談委員：原田和孝

　柏会場　
▼日時：５/10(火)13時～15時
▼場所：柏老人福祉センター
▼相談委員：木村光雄

　稲垣会場　
▼日時：5/18(水)10時～15時
▼場所：稲垣ふれあいセンター
▼相談委員：佐々木富雄

　車力会場　
▼日時：５/20(金)10時～15時
▼場所：車力ふれあい会館
▼相談委員：鎌田常芳
問 市民課（内線266）
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　個々の労働者と事業者との間に
生じた労働問題について、県労働
委員会委員が相談に応じます。相
談は無料、秘密は厳守します。
▼日時：
◦５/10(火)13時半～15時半
◦５/15(日)10時半～12時半
▼場所：青森県労働委員会(青森
市新町２-２-11東奥日報新町ビ
ル４階)
▼対象：県内の労働者、事業主
▼申し込み：随時受け付け（事前
予約優先）
　新型コロナウイルスの感染防止
対策のため、相談時の検温の実
施、連絡先の確認、マスクの着用、
手指のアルコール消毒などにご協
力ください。
問 青森県労働委員会事務局
　 ☎ 017-734-9832

　青森県男子・婦人既製服製造業
最低工賃が、４月１日から改正さ
れました。
　工賃額は、すべての品目、工程
（男子既製服２品目25工程、婦
人既製服５品目36工程）で、そ
れぞれ１円～12円引き上げられ
ました。
　詳しくは、青森労働局ホームペー
ジ(QRコード)をご覧ください。
問 青森労働局
　 労働基準部賃金室
　 ☎017-734-4114

　農地を宅地や資材置場、砂利採
取など一時的な場合も含めて、農
地以外に利用する場合は許可申請
など手続きが必要です。許可を受
けないで農地を転用した場合は、
農地法に違反することとなり、農
地等の権利取得の効力が生じない
だけでなく、県知事は工事の中
止、原状回復を命ずることができ
ます。農地の転用には、法律によ
り規制がありますので、転用する
場合は、事前に農業委員会へご相
談ください。

 罰則　無断転用した者は３年以
下の懲役または300万円以下の罰
金、法人は１億円以下の罰金。知
事の原状回復命令に違反した者は
３年以下の懲役または300万円以
下の罰金、法人は１億円以下の罰
金。

　農地に雑草等が生い茂っている
場合は、周辺の農地等に悪影響を
及ぼす可能性がありますので、早
急に適正な管理をしてください。
なお、農地の貸し付けや売却等を
希望する場合は、農業委員または
農業委員会までご相談ください。
問 農業委員会事務局 (内線575)

　農林水産課ではアライグマの捕
獲わなを貸し出しています。令和
３年度は令和２年度を上回る、
40頭以上のアライグマが捕獲さ
れました。
　市全体で農作物被害を減らすた
めにも、活動が活発になるこの時
期から、早めの箱わなの設置、捕
獲にご協力ください。
▼貸出個数：最大５個
▼貸出期間：60日間
▼貸出料：無料（ただしエサなど
は各自でご用意ください。）
※�鳥獣を捕獲後は種類に関わら
ず、速やかに農林水産課までご
連絡ください。水曜日と閉庁日
は捕獲後の回収は受け付けてい
ません。

問 農林水産課（内線411）

　ストレス、不眠、ひきこもりな
ど自分や家族の悩みを抱えている
方は一人で悩まずにお話しくださ
い。
▼日時：４/25(月)10時～15時
▼場所：市民健康づくりセンター
指導室
▼申し込み：前日までに電話また
は窓口でお申し込みください。空
きがある場合のみ、当日のお申し
込みもできます。
問  健康推進課
（市民健康づくりセンター内）
　☎23-4311
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